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規監血耐

丹

注 1該 当する口には レ 印を疫入してください。特定事業者以外の率業者の方はレ印の定入は不要です。
2「 基準tF宏Jと は対rf獅何の前年度を  「目標年度Jと は計画財間の独終年度を 「報告年ltJとは「1回朔閉のうち 今 Fal報告の対象となる年度をいいま汽
3「 事素所常排出区分Jと は京都府内の事業所等の事業7E動のためのエネルギーの使用に伴い発生する注室効果ガスを  「輸送車両Jl出区分Jと ま自動tL遵_/与来者については使用の4t拠の位

置を京都府内とする章両の排出するlll宝効果ガスを 鉄 述子柴者については保行する貨物 jr両又は旅省車両の排出する注望効果ガスを  「そのに排出区分Jと は 上記以外の京都府内における
事業所守の事業活動に伴いた生する温互効果ガスをいいます。

■ 「そのltの地球注暖化rr策による浸電効果ガスの制濠畳害Jの 実繊についてFi 計画翔は中の実績の累計を記入してください。
(例)グ リーシ電力の魅人による温室効果ガネの制波実殺が 18年 度Sヽ ンで19午疫10トンのj4E合 191E度 の報告様の実績については 13年 度を19年 度の突練を累:十し15トンと記入

5「 特定 jF項Jに は 平 成2年度 (1990`F度 )を 基準とした排出埜の打比やエネルギー肝q4位∞!排出数 省 =■ 製品開発など他者の湛宮効果〃ス排H」制茂への貫欲 グ リーン調せのrF
用 特 定フロンなどの条例指定外のた室効果才スの削激なtrを記入してください

事 業 者 排 出 量 肖J 滅 報 告 書′? o

京都市伏見区深草塚本町 67

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算 して1,500キロリットル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3■該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又はバス100台以上/タ クシー150台
以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則算10条第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸Fヒ炭素に決算して3,000ト

平成 18年 4  月  ～  平 成    20年 3月

システムの設置 SkW

( 16 )年 度 ( 19 )年 度

自然エネルギーを利用 した
電力又は熱の供給

担 当 者 氏 名

ファクシ ミ ツ番 号


